
様 式 第 ２ 号

農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書

の 設 定

下 記 農 地 を し た い の で 、 農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 許 可 を 申 請 し ま す 。 農 業 委 員 会 受 付 印

に 移 転

令 和 年 月 日 申 請 人

譲 渡 人 氏 名 ㊞

（ 貸 人 ）

佐 那 河 内 村 農 業 委 員 会 会 長 殿 譲 受 人 氏 名 ㊞

（ 借 人 ）

住 所 氏 名 職 業 年 齢

1 申 請 当 事 者 の 住 所 譲 渡 人 徳 島 県 市 町

氏 名 、 職 業 及 び 年 齢 (貸 人 ） 郡 村

譲 受 人 徳 島 県 市 町

（ 借 人 ） 郡 村

地 目 対 価 ､賃 料 所 有 者 の 第 三 者 等 へ の 貸 し 付 け 等 の 状 況

2 土 地 の 所 在 、地 番 、 所 在 地 番 台 現 面 積 等 の 額 (円 ) 氏 名 又 は 権 利 の 種 類 、 権 利 者 の 氏 名

地 目 、 面 積 、 1 0 ａ 当 1 0 a 当 た り 名 称 内 容 又 は 名 称

た り の 対 価 ･ 賃 料 等 ㎡

の 額 、 利 用 状 況 、 所

有 者 の 氏 名 又 は 名

称 、 所 有 権 以 外 の 使

用 収 益 権 の 状 況

１ 農 地 を 相 互 に 交 換 す る ９ 経 営 委 譲 年 金 の 受 給 自 １ 経 営 委 譲 年 金 の 受 給

3 権 利 を 設 定 し 、 又 自 ２ 農 地 を 買 い か え る 1 0 合 理 化 法 人 へ 作 ２ す で に 分 家 独 立 し て い る 者 へ 譲 渡

は 移 転 し よ う と す る 作 ３ 農 地 以 外 の 土 地 を 買 う 資 と 1 1 営 農 資 金 地 同 内 前 ３ 後 継 者 へ 一 括 贈 与

事 由 （ 譲 渡 人 の 譲 渡 地 ４ 農 業 廃 止 金 す 1 2 農 地 購 入 資 金 無 一 で 贈 ４ 後 継 者 へ 部 分 贈 与

事 由 に 〇 印 を 付 す こ 有 ５ 兼 業 に よ る 経 営 縮 小 を る 1 3 相 続 ・ 分 家 資 金 償 世 の 与 ５ 分 家 目 的

と ） 償 ６ 労 力 不 足 必 た 1 4 療 養 そ の 他 生 活 資 金 帯 生 ６ そ の 他（ ）

７ 耕 作 不 便 、 低 産 地 の た め 要 め 1 5 そ の 他 の 資 金 貸 付 １ 貸 付 地 の 売 買

８ 相 手 方 の 要 望 1 6 そ の 他 （ ） 地 ２ そ の 他（ ）

１ 権 利 を 設 定 （ 移 転 ） し よ う と す る 時 期

4 権 利 を 設 定 し 、 又

は 移 転 し よ う と す る ２ 契 約 の 内 容

契 約 の 内 容 （ １ ） 契 約 内 容 （ ２ ） 契 約 期 間

（ 賃 貸 借 等 の 場 合 ）

5 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 の 該 当 の 有 無 等 を 確 認 す る た め の 資 料 と し て 、 様 式 第 １ 号 の ３ （ 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ

の 該 当 の 有 無 等 る 許 可 申 請 書 ( 添 付 書 類 ) ） を 添 付 す る こ と 。

佐 農 委 指 令 第 号

許 可 条 件

上 記 の と お り 許 可 し ま す 。

令 和 年 月 日

佐 那 河 内 村 農 業 委 員 会 会 長


